
訪問調査事業 非常勤職員の募集について 

 

１ 法 人 名   社会福祉法人 大阪市社会福祉協議会 

２ 勤 務 先   大阪市内の訪問調査員室にて勤務 

３ 職  種    要介護認定訪問調査員 

４ 雇用形態    非常勤職員（訪問調査員） 

５ 採用人数    １７名 

６ 応募資格    次の①～④の条件、いずれかに該当する方 

①介護支援専門員資格所有者 

②高齢者の診療を行う保険医療機関に看護師、准看護師として従事してい 

た実務経験が５年以上ある者 

③医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、理学療法士、作業療法士、 

社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語 

聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄 

養士、精神保健福祉士   

※上記いずれかの資格を有し、介護に係る実務経験が５年以上ある者 

           ④認定調査に従事した経験が１年以上ある者 

７ 応募方法    電話にて事前連絡のうえ、「訪問調査員希望」と明記し、次の書類を、 

下記「問い合わせ先」に郵送。 

          ・履歴書 ・職務経歴書 

          ・資格を証明する証書等の写し 

８ 雇用期間    令和４年１０月１日～令和５年３月３１日 

※事業の財政状況及び勤務状況等により採用期間の延長あり。 

９ 勤 務 日    週３日～５日（月～金曜日） 

10 勤務時間    午前９時～午後５時３０分（休憩時間４５分） 

11 給  与    日額 １１，８１５円（４件実施の場合） 

          ※その他、件数により加算手当、報奨金あり 

12 通勤手当    日額運賃相当額（週５日勤務の場合：上限、５５，０００円／月） 

13 社会保険    健康保険、厚生年金保険 

14 労働保険    雇用保険、労災保険    

15 休  日    土・日曜日、祝日、年末年始 

16 年次有給休暇  本会規定のとおり 

17 採用試験    書類選考及び面接試験、作文 

18 そ の 他   研修制度あり（新任研修及び現任研修等） 

          ※訪問調査従事者に必須である「認定調査員新規研修」未受講の場合は、 

           別途受講。 

19 問い合せ先   〒５４３－００２１ 

          大阪市天王寺区東高津町１２－１０大阪市立社会福祉センター内 

          大阪市社会福祉協議会 福祉事業課 

            TEL：０６－６７６５－５６３１（担当：青木、森岡） 


